
１　施策の位置付け

２　施策の取組状況

96ページ施策名

市民満足度

・マイナンバー制度の開始や電力自由化など，社会の新たな潮流に便乗した詐欺的商法も次々登場するなど，消費生活に係る相談内容は複雑・多様化している。
・特殊詐欺被害に関する報道が連日のようにあるなど，被害状況はここ数年高止まりにある。
・成人年齢を引き下げる民法改正が議論されており，引き下げられた場合，18歳から親の同意なしで契約を結べるようになるため消費者被害の拡大が懸念される。

施策を取り
巻く環境等

・消費生活講座については，高齢者から若年層まで地域や教育機関等と連携しながら実施しているが，平成28年
度については開催数・受講者数ともに目標値をやや下回ったものの，引き続き高い水準を維持している。

H27

Ａ

６　日常生活の安心感を高める

施策の満足度（％）

生活安心課

政策の柱 Ⅰ　市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために
地域社会や事業者，行政が連携して，日常生活を取り巻くさまざまな不安を解消し，市民が，安全
で安心した生活を送っています。

政策の達成目標
（基本施策目標）

政策名
（基本施策名）

施策主管課 総合計画記載頁

順調
・消費者意識の高まりや，消費者問題が複雑・多様化するなか，毎年4,500件前後の消費生活相談に適切に対応し
ていることや，地域及び関係機関と連携した広報・啓発活動を強化したことにより，市民満足度の増加に繋がったも
のと考えられる。
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施策目標 市民が安全で安心な消費生活を送っています。

Ａ

120回

H26指標名（単位）

4,162人

指
標
１

目標値
（Ｈ29）

120回 80.0%

111回現状値

消費生活講座等の開催数

109.5%

100.1%

4,100人 4,200人

100.0%

43.8%

9.7pt

36.7% 34.1%

-2.6pt

単年度の
達成度

Ａ

4,000人

98.0%

実績値 84回

93.9%

実績値 4,081人

104回

H27

中核市平均

H26

473.86 464.39

100回

4,302人4,103人

4,300人

41.6%

Ｂ

H28 H29

  ③　主要な構成事業の進捗状況
　　（主要な構成事業の個別の進捗状況は，「３　施策を構成する事業の状況｝を参照）
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実績値
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Ｃ ： 計画より遅れ
 　 （主要な構成事業の
　　２割超が計画より遅れ）
　　　　　［１５点］

Ｂ ：前年度同水準
　　　（±５ｐｔ以内）
　　　　　　［２５点］

Ｃ ：前年度より低下
　　　（－５ｐｔ超）
　　　　　［１５点］

　Ｂ ： 計画どおり
 　 　（主要な構成事業の
　　　８割以上が計画どおり）
　　　　　　［２５点］

Ｂ ：達成度７０％～９０％
　　　　　　［２５点］

14位/45市

Ｃ ：達成度７０％未満
　　　　　［１５点］

③主要な構成
事業の

進捗状況

　Ａ ： 計画以上
 　　 （主要な構成事業の
　　　２割超が計画以上）
　　　　　　［３３点］

①施策指標
　Ａ ：達成度９０％超
　　　　　　［３３点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

　Ａ ：前年度より向上
　　　　　（＋５ｐｔ超）
　　　　　　［３３点］

総合評価
　順調 ：（Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く。））
　　　　　［９０点以上］

　概ね順調 ：
　（主にＢ評価が２つ以上）
　　［６５点以上９０点未満］

　やや遅れている ：
　（Ｃ評価が２つ以上）
　　　　［６５点未満］
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※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値
目標値

目標値
実績値

32.5  34.2  36.7  34.1 
43.8  41.6 
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３　施策を構成する事業の状況 ※凡例　○：「総合計画の戦略プロジェクト・主要事業」対象，★：「③ 主要な構成事業の進捗状況」対象（５事業選択）

４　今後の施策の取組方針

計画どおり

計画どおり

S56

S51○★ 消費生活に関する情報提供

H12

658

661

適正な計量の推進

9,062

4

5 計量器定期検査事業 ★

消費者 特殊詐欺撃退機器の貸出し
計画より

遅れ

・家庭用品品質表示法，消費
生活用製品安全法，電気用
品安全法に基づく立入検査
の実施

計量による取引・証明
を行う事業者

・計量法に基づく定期検査の
実施

計画どおり 1,137
　計量器の不具合により消費者が不利益をこうむることがないよう，検査に不
合格になった計量器については，修理状況の確認を徹底する。

S28

消費者取引適正化事業 ★

消費者被害の救済

不適正な製品等販売の未然
防止

課題

〈主要事業〉
◆消費者教育・啓発事業
　・消費者被害の未然防止を図るため，相談内容の最新事例や傾向を踏まえた講座内容の充実を図るとともに，成人年齢引き下げを視野
に入れた啓発事業の検討や市内の大学，高校，中学校と連携し出前講座の開催拡大に努める。
　・相談や被害件数が急増している事例を紹介するなど，ホームページや広報紙に加え生活情報誌等各種媒体を活用した情報提供に努め
るとともに，きめ細かな周知啓発を行うため，地区市民センターでの啓発や「フェスタmy宇都宮」など多くの市民が集うイベントの機会を活用
した啓発に努める。

◆消費生活相談
　・情報・通信，金融商品，美容・医療など，相談内容も複雑・多様化していることから，相談員の資質の向上を図るため，計画的な各種研
修への参加促進を図る。

◆特殊詐欺対策事業
　・特殊詐欺被害件数が高止まりしており，被害の未然防止を図るため，効果的な広報・啓発活動や「特殊詐欺撃退機器貸出事業」につい
て，地域及び関係機関と連携しながら対策を強化する。また，見守りが行き届きにくいスーパーやコンビニ等のＡＴＭでの被害を防止するた
め，金融機関等と連携を図っていく。

三法に規定された製品
を扱う販売業者・不適
正な取引行為を行う事
業者

先駆的

〈その他個別事業〉

21

2,524消費者3 消費者啓発・情報提供事業

★2 消費者

　５月の消費者月間において，地区市民センターを活用した啓発活動や，「フェ
スタｍｙ宇都宮」などのイベントに参加するほか，啓発用物品を作成・配布し，
啓発活動を行う。
　また，相談や被害件数が急増している喫緊の事例を中心にホームページや
広報紙に加え生活情報誌等を活用し情報提供を行う。

消費生活に関する知識の習
得・向上

・消費生活出前講座の開催
・家庭科副読本の配付

計画どおり
・広報紙，ホームページ等に
よる情報提供

消費者

計画どおり・消費生活相談の実施

◆消費者教育・啓発事業の推進については，消費者被害を未然に防止するため，高齢者から若年層まで幅広く，世代に応じ
た消費者教育・啓発，情報提供に努める必要がある。

◆消費生活相談については，複雑・多様化する相談内容に対応するため，相談員の資質の向上が求められる。

◆特殊詐欺対策事業については，引き続き高止まりの状況にあることから，被害の未然防止対策を強化する必要がある。

6 特殊詐欺対策事業 ○

方向性

〈施策全般〉
◆消費生活における問題が複雑・多様化し，特に高齢者や若者の相談が増加していることから，地域及び関係機関と連携しながら，消費
生活相談内容等を踏まえた効果的な施策事業に取り組む必要がある。

今後の方向性

先駆的
トップクラ

ス
消費者被害の防止 H27

戦略Ｐ・
主要事業

※
施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

消費生活相談事業

○★ S52

事業の
進捗状況

H28
事業費

（千円）
開始年度事業の目的

取組（何を）

№
事業内容

対象者・物（誰・何に）

事業名
日本一
施策
事業

1 消費者教育事業

特殊詐欺被害の未然防止を図るため，地域及び関係機関と連携を強化しなが
ら，効果的な広報・啓発を行うとともに，特殊詐欺撃退機器の普及促進を図
る。

　高齢者に加え，若者の消費者被害が多発していることから，市内の大学，高
校，中学校などに出前講座開催の拡大を図るとともに，小学校に対し，小学
５，６年生向け副読本の活用を積極的に働きかける。

　複雑化，多様化する相談内容に対応するため，国民生活センターや県の研
修に参加するとともに，外部講師を招いての研修会などを開催し相談員のス
キルアップを図る。

　消費者の被害防止を図るため，販売事業者に対し法令に基づき特定された
商品の取引状況について，計画的かつ効率的に立入検査を実施する。
　不適正な取引を行う事業者に対しては，法令及び条例に基づき円滑に指導・
対応する。


